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居宅介護支援事業所ケンゆのかわ  

重要事項説明書 

 

（事業の目的） 

当事業所は、介護保険法等の関係法令に従い、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配

慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じた日常生活を営むことができるよう居

宅介護支援（ケアマネジメント）を行い、利用者の選択に基づいた居宅サービス計画（ケアプラン）

を作成するとともに、適切な居宅介護サービスが提供されるよう支援することと専門性の高い人材

を確保し、質の高いケアマネジメントを実施することを目的とします。 

 

（運営の方針） 

事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者

及び介護保険施設等と綿密な連携を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の

立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事

業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めます。 

 

（事業者の概要） 

１．事業者の名称 

（１）法 人 名     社会福祉法人 函館厚生院  

（２）法人所在地     北海道函館市本町３４番８－１号 

（３）電 話 番 号     ０１３８－５１－９５８８ 

（４）代表者氏名     理事長  中田 智明 

（５）設立年月日   明治３３年３月６日（昭和２７年５月１７日 社会福祉法人設立認可） 

 

２．事業所の名称等 

（１）種類・名称    居宅介護支援事業所ケンゆのかわ 

          特定事業所Ⅱ加算取得事業所 

（２）指定番号    ０１７１４０４５１０ 

（４）所在地     北海道函館市湯川町３丁目２９番１５号 

（５）電 話 番 号    ０１３８－３６－１５００ 

（６）ＦＡＸ番号    ０１３８－８３－６１１７ 

（９）開設年月日     平成３０年４月１日 

（11）当事業所で合わせて実施する事業 

  [老人保健施設]           平成１２年４月１日指定 0151480043号 

[短期入所療養介護]         平成１２年４月１日指定 0151480043号 

[介護予防短期入所療養介護]     平成１８年４月１日指定 0151480043号 

[通所リハビリテーション]      平成１２年４月１日指定 0151480043号 

   [介護予防通所リハビリテーション]  平成１８年４月１日指定 0151480043号 
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  [訪問看護]       （介護保険）  平成１２年４月１日指定 0161490057号 

              （医療保険）  保険医療機関コード      1490057 

  [介護予防訪問看護]   （介護保険）  平成１８年４月１日指定 0161490057号 

  [訪問リハビリテーション]        令和２年１月１日指定  0151480043号 

  [介護予防訪問リハビリテーション]    令和２年１月 1日指定  0151480043号 

  [ヘルパーステーションケンゆのかわ]   令和３年３月１日指定  0171405004号 

[訪問型サービス事業所ケンゆのかわ]   令和３年３月１日指定  0171405004号 

[身体障害者居宅介護事業所ケンゆのかわ] 令和３年３月１日指定  0111402426号 

 

３．職員の配置状況 

令和７年４月１日現在 

職 種 員数 職 務 内 容 

管理者 
１名以上 

(常勤兼務 １名） 

職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理

を行います。 

主任介護支援専門員 
１名以上 

(常勤兼務 １名） 
居宅介護支援サービスに係る業務を行います。 

介護支援専門員 １名以上 居宅介護支援サービスに係る業務を行います。 

常勤かつ専従の介護支援専門員３名以上と主任介護支援専門員等の配置をしております。 

※上記職員数は、事業の状況等によって増減できるものとします。 

 

４．営業日及び営業時間 

 営業日    月曜日～金曜日 (祝祭日を含む) (１２月３０日から１月３日までを除く) 

 営業時間   ９：００～１７：３０ 

※ 緊急に連絡が必要な場合は２４時間電話連絡できる体制を整えています。 

（事業所の休日及び営業日の１７：３０～９：００まではオンコール対応） 

 緊急連絡先  担当介護支援専門員緊急連絡先にて２４時間体制で受付 

 

５．居宅介護支援の提供方法及び内容 

（１）相談体制 

事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応します。 

（２）課題分析票の種類 

利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方式については、「居宅

サービス計画ガイドライン」等とします。 

（３）居宅サービス計画の作成 

当該地域における居宅サービス事業所等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利

用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。提供される居宅サービスの目

標、その達成時期、居宅サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画原案

を作成します。 

作成した居宅サービス計画原案に関しては、必ず利用者に対して説明を行い、同意を得て交付
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します。 

利用者は、居宅介護支援事業の提供を受けるに当たり、複数の指定居宅サービス事業者等の紹

介を求めることができます。また、当該事業所等を居宅サービス計画原案に位置付けた選定理由

についても求めることができます。 

利用者に対し、前６カ月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護・通所介護・地域

密着型通所介護・福祉用具貸与(以下、訪問介護等という)の各サービスの利用割合及び前６カ月

間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護等の、各サービスごとの同一事業所によって

提供されたサービスの割合の説明を行います。 

（４）サービス担当者会議 

居宅サービス計画に対し、専門的な見地から意見を求めるとともに、利用者とその家族、居宅

サービス事業所等が、目標や支援のポイント、留意点等を共有する目的とし、サービス利用開始

時、要介護及び要支援認定期間の満了時、及び要介護状態等の変更時に、当該計画原案に位置づ

けた居宅サービス等の担当者を招集ややむを得ない場合には照会等により担当者会議を開催し

ます。 

（５）居宅訪問 

居宅サービス計画作成にあたり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把

握するため、居宅訪問による面接を行います。また、当該計画作成後においても、最低１カ月に

１度は居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサ

ービスが適切に提供されるよう、月に１回以上の居宅訪問等の方法による支援を行います。 

（６）居宅サービス計画への同意 

居宅サービス計画に位置づけた居宅サービス等について、保険給付の対象になるか否かを区分

した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及び家族に説明し、利用者より同意を受け

ます。同意後、居宅サービス計画に記載されている内容等について状況の変化等により変更が生

じた場合は必ず当事業所に連絡ください。 

なお、利用者は、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員

の氏名および連絡先を、当該病院または診療所に伝えていただくことにご協力いただきます。利

用者の疾患に対する円滑な対応を目的として事業者は必要に応じて主治医及び関係医療機関と

の間において利用者の疾患に関する情報について連絡を取り、対応します。 

（７）その他 

事業者は要介護認定等の有効期間を確認し、有効期間の終了１ヶ月前までに利用者へ要介護認

定等の更新申請について連絡し、利用者の依頼により要介護認定申請等を代行します。 

その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの

提供を行います。 

 

６．その他、職務内容及び体制 

（１）会議の開催 

  専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施する為、概ね週に 1 回、「利用

者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」を開催

しております。 
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（２）研修の実施 

  介護支援専門員に対し、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施期間を定めた研修計

画を作成し、計画的に研修を実施しています。また、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業

者と共同で事例検討会、研修会等の取り組みを実施しています。 

（３）地域包括支援センターとの連携 

  地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託する体制

を整備しています。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加しています。 

（４）その他 

  必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援サービス（インフォーマルサービス含む）が

包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成しています。 

  事業所は認知症対応力の向上に向けた取り組みに努めます。 

 

７．費用等 

（１）利用料金 

要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援費については介護保険制度から全額保険給付され

るので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場

合、１ヶ月について料金をいただき、当事業所が居宅介護支援提供証明書及び領収書を発行しま

す。（※この居宅介護支援提供証明書及び領収書を後日市町村の介護保険課の窓口に提出します

と、償還払いを受けられます。） 

（２）（４）の通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費

を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えた所から

利用者宅の最短の往復距離（１ｋｍ未満端数切り捨て）に３０円（１ｋｍ単価）を乗じた額を徴

収します。 

（３）前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をし

た上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとします。 

（４）通常の事業の実施地域は、函館市（旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村、旧南茅部町を除く）

の区域です。 

 

８．事故発生時の対応  

利用者に対し居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者のご

家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況および事故に際してとった処置につ

いて記録します。また、賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償を速やかに行います。 

 

９．秘密保持 

従業員は、正当な理由がない限り、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしませ

ん。従業員であった者が退職後、在職中に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らす

ことがないよう必要な処置を講じます。 

利用者またはその家族の同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及びその

家族の個人情報を用いません。 
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１０．ハラスメントの防止 

  事業所は、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業所の責務を踏まえつ

つ、「職場におけるハラスメントの禁止について」の指針に基づき、適切なハラスメント対策に

取り組みます。 

 

１１．高齢者虐待防止の取り組みについて 

（１）虐待防止に関する責任者 

  虐待防止に関する責任者は、介護老人保健施設ケンゆのかわ身体拘束廃止・虐待防止委員会の

責任者とします。 

（２）取組内容について 

定期的に虐待防止の為の委員会を開催し、虐待防止の周知徹底を行なっています。 

年１回または定期的に虐待防止に資する勉強会を開催、啓発ポスターなどを作成し虐待防止の

意識付けを行なっています。 

 

１２．業務継続計画の策定について 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継

続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の業務継続計画を策定し、必

要な措置を講じるものとします。業務継続計画については、従業者へ周知するとともに必要な

研修及び訓練を定期的に行い、定期及び必要時に計画の見直しを行ないます。 

 

１３．衛生管理について 

  事業所は、本事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように本体施設と連携し以下

に掲げる措置を講じます。 

 （１）感染症の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員会の開催及びその結果の周知 

 （２）感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備 

 （３）感染症の予防及びまん延防止の為の定期的な研修及び訓練の実施 

 

１４．身体拘束について 

  事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行ないません。やむを得ず身体拘束

等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録するものとします。 

 

１５．苦情対応 

  利用者から事業所へ苦情の申し立てまたは相談があった場合、苦情対応の窓口責任者が迅

速かつ誠実に必要な対応を行います。利用者が苦情申し立てを行ったことを理由として何ら

不利益な取り扱いをすることはありません。 
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１６．苦情申立先 

[当事業所窓口] 

 居宅介護支援事業所ケンゆのかわ 

   ＴＥＬ ０１３８－３６－１５００   ＦＡＸ ０１３８－８３-６１１７ 

   受付時間  ９：００～１７：３０（土、日、12月 30日～１月３日を除く） 

[公共機関窓口] 

 ・函館市保健福祉部 高齢福祉課高齢・介護総合相談窓口、指導監査課高齢者担当 

   函館市東雲町４番 13号 

総合相談窓口 ＴＥＬ ０１３８－２１－３０２５  ＦＡＸ ０１３８－２６－５９３６ 

指導監査課 ＴＥＬ ０１３８－２１－３９２６（もしくは３９２７、３９２３） 

   受付時間  ８：４５～１７：３０（土日・祝日を除く） 

・北海道国民健康保険団体連合会介護サービス苦情相談窓口  

   札幌市中央区南２条西 14丁目 

   ＴＥＬ ０１１－２３１－５１７５   ＦＡＸ ０１１－２３３－２１７８ 

   受付時間  ９：００～１７：００（土日・祝日を除く） 

・北海道社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 

   札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ ５階 

   ＴＥＬ ０１１－２０４－６３１０   ＦＡＸ ０１１－２０４－６３１１ 

   受付時間  ９：００～１７：００（土日・祝日を除く） 

【説明確認欄】 

契約の締結にあたり、本書面に基づいて重要事項の説明をしました。 

    年  月  日 

                 所 在 地  函館市湯川町３丁目２９番１５号 

                 事業所名  居宅介護支援事業所ケンゆのかわ 

                 説明者    

氏名                  

契約の締結にあたり、本書面に基づいて重要事項の説明を受け、同意致します。 

    年  月  日 

          利用者  住  所                     

           

               氏  名                    

（代筆者 氏名                ） 

（続柄            ） 

 

代筆理由（                  ） 

 

     家族または代理人  住  所                     

             

               氏  名                    

                         続柄            


